
令和５年度 福岡県立福岡高等視覚特別支援学校 

入学者募集要項（二次） 

本科（普通科・保健理療科・生活技能科） 

 

【出願期間】 

 令和５年３月１５日（水） ～ ３月１７日（金） 

 受付は、平日の９：００～１６：００ 

 ※最終日は正午締切。 

 

【検査期日】  

 令和５年３月２２日（水） 

 

【合格発表】 

 令和５年３月２３日（木） ９：００ 

 ※本校正面玄関前及び本校ホームページ上に受検番号のみを掲示する。併せて、合格発表日付

けで入学検査結果通知を郵送する。  

 

【募集人員】  

 ・普 通 科   ５名 

 ・保健理療科   ７名  

・生活技能科   ３名 

 

【志願資格】 

  障がいが学校教育法施行令第２２条の３（注）に示す障害の区分及び程度に該当する者で、

原則として保護者とともに福岡県内に居住し、かつ、次のいずれかの事項に該当する者 

① 特別支援学校中学部、中学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は令和５年３月卒業見

込みの者 

 ②中等教育学校の前期課程を修了した者又は令和５年３月修了見込みの者 

 ③学校教育法施行規則第９５条に基づき、①と同等以上の学力があると認められる者 

 

 （注）学校教育法施行令第２２条の３（区分：視覚障害者） 

  両眼の視力がおおむね０.３未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡

大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度

のもの 



【出願書類】 

 １ 入学願書（本校所定用紙） 

 ２ 眼科診断書（本校所定用紙） 

   ※出願前に事前審査が必要な場合もある。 

 ３ 調査書（在籍又は出身学校長証明のもの。開封無効。） 

   ※特別支援学校中学部、中学校若しくは義務教育学校の志願者については、福岡県指定の

様式を使用すること。様式、記入要領及び記入例は、以下、福岡県ホームページからダ

ウンロードし作成すること。また、原則として普通科及び保健理療科の志願者について

は「様式Ａ」を、生活技能科の志願者は「様式Ｂ」を使用すること。なお、卒業見込み

者は令和４年１２月末日現在のものとする。 

   ※現在在学中の志願者の出身学校長は、自らを委員長とする調査書作成委員会を設け、生

徒指導要録に準拠して厳正に調査書を作成すること。 

   ※掲載ＵＲＬ：https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/5chousasho.html 

 ４ 返信用封筒１通（入学検査結果通知用） 

   ※封筒に住所、氏名を記入の上、簡易書留料金４１４円切手をそれぞれ貼ること。 

 

【入学検査内容】 

〔普通科〕 

 １ 学力検査 

   国語・数学・社会・理科・英語（リスニングを含む） 

 ２ 面接 

 

〔保健理療科〕 

 １ 学力検査 

   国語・数学・社会・理科 

 ２ 作文 

 ３ 面接 

 ４ 機能検査 

 

〔生活技能科〕 

 １ 日常生活及び作業能力検査 

 ２ 保護者の面接 

 

 

 

 

 



【備考】 

 １ 出願上の注意 

  （１）出願の封書に「入学願書在中」と朱書すること。 

  （２）出願書類を持参する場合、係がその場で受理の確認を行う。なお、出願書類を郵送（簡

易書留）する場合、受付後、係が電話にて受理の確認を行う。従って、出願期間を見通

した早めの入学相談とともに、出願書類等の十分な確認を行うこと。 

  （３）願書・調査書等に不備があった場合、願書を受理できないことがある。また、眼科診

断書等において、志願資格に該当しない場合、願書を受理できない。 

 ２ 受検上の注意 

  （１）検査日当日は、指定の時刻までに受付を済ませること。 

  （２）検査当日の日程・持参するもの等は、別途指示する。 

 ３ その他 

  （１）学校案内・願書資料は本校に請求すること。請求の際は、必ず返信用に切手２１０円

を同封すること。 

  （２）県外に居住している志願者は、入学願書提出時までに現住所のある都道府県の教育委

員会が作成した県外受検許可依頼書を福岡県教育委員会に提出して、その許可を受けな

ければならない。ただし、許可を受けるには、原則として、入学の日までに県内に転居

することが確実であることを要する。 

  （３）インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症等により、真にやむを得ない理由で当日

に受検できない場合は、追検査を受検することができる。追検査の受検を希望する者は、

令和５年３月２２日（水）の正午までにその旨申し出るものとする。この場合、受検で

きない理由を証明する書類（診断書等）を原則として提出しなければならない。追検査

受検の可否については学校長が判断する。 

  （４）本要項に定めるもののほか、必要な事項は学校長が別に定める。 

  （５）提出された書類は理由の如何を問わず返却しない。 

  （６）寄宿舎には定員及び寄宿舎規則があり、入舎希望者が定員を超える場合、あるいはそ

の規則に抵触する場合は入舎できないことがある。 

  （７）その他不明な点は、本校に問い合わせること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



［問合せ先］ 

 福岡県立福岡高等視覚特別支援学校        

  〒818-0014  筑紫野市大字牛島１５１番地                  

  TEL   ０９２－９２５－３０５３ 

  FAX    ０９２－９２５－５０６１ 

  電子ﾒｰﾙ  info＠fukuh-vss.fku.ed.jp 

  ＵＲＬ  http://fukuh-vss.fku.ed.jp/html/ 

 

［交通アクセス］ 

 １ ＪＲ九州鹿児島本線｢二日市｣下車、西鉄バス(甘木または杷木方面行)｢視覚特別支援学校

前｣下車（所要時間１３分程度）、徒歩５分 

 ２ 西鉄電車天神大牟田線｢朝倉街道｣下車、西鉄バス(甘木または杷木方面行)｢視覚特別支援

学校前｣下車（所要時間７分程度）、徒歩５分 

 ３ 九州自動車道「筑紫野インター」から車で８分 

 ４ ＪＲ九州鹿児島本線「博多駅」交通センターから 400番系統バス甘木行で「視覚特別支援

学校前」下車（所要時間４５分程度）、徒歩５分 


